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衆
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貴
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君
提
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尖
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諸
島
に
上
陸
し
た
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を
含
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の
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ら
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去
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と
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件
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質
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る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

今
回
、
御
指
摘
の
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
法
令
に
基
づ
き
適
切
に
対
処
す
る
と
の
基
本
方
針
を
確
認
し
、
関
係
機
関
は
、
こ
れ
に
沿
っ
て

適
時
に
適
切
な
措
置
を
と
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
関
係
機
関
が
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
情
勢
に
応
じ
て
海
上
保
安
庁
の
警
備
体
制
を
強
化
す
る
な
ど
、
対
策
に

万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
香
港
の
活
動
家
等
の
う
ち
、平
成
二
十
四
年
八
月
十
五
日
に
尖
閣
諸
島
魚
釣
島
に
上
陸
し
た
者
は
七
人
で
あ
り
、

上
陸
し
な
か
っ
た
者
は
七
人
で
あ
る
。

な
お
、
上
陸
し
た
七
人
の
う
ち
、
二
人
は
直
ち
に
帰
船
し
た
。

四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
一
連
の
不
法
入
国
及
び
不
法
上
陸
の
行
為
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
罪
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
上
陸
し
た
者
と
上
陸
し
な
か
っ
た
者
に

差
異
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

沖
縄
県
警
察
が
逮
捕
し
た
御
指
摘
の
五
人
に
つ
い
て
は
、
同
県
警
察
に
お
い
て
、
必
要
な
捜
査
を
尽
く
し
た
上
で
、
関
係

法
令
の
適
用
に
つ
い
て
警
察
庁
及
び
関
係
機
関
と
十
分
に
協
議
し
、
入
管
法
第
六
十
五
条
に
基
づ
き
、
法
務
省
福
岡
入
国
管

理
局
那
覇
支
局
入
国
警
備
官
に
引
き
渡
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
同
県
警
察
の
対
応
は
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
る
。

二


